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見積参考資料 

 

工事名 当新田公園サッカー場照明ほか改修工事 

 

１ 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力

を生じるものではなく「設計図書」とはならない。 

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定め

るものとする。 

 

２ 設計金額の表示単位 

  本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。 

項 目 数値処理 単位（円） 

 １．施工代価表      １円未満切り捨て  円止まり 

 ２．直接工事費  －                 円止まり 

 ３．処分費等控除額  １円未満切り捨て  円止まり 

 ４．共通仮設費積上げ分  －                 円止まり 

 ５．共通仮設費率分    千円未満切り捨て  千円止まり 

 ６．純工事費       －                 円止まり 

 ７．現場管理費率分    千円未満切り捨て  千円止まり 

 ８．工事原価       －                 円止まり 

 ９．一般管理費等     工事価格が万円単位になるよう

に、 １０，０００円未満を端数調

整 

 円止まり 

 10．工事価格       －                 万円止まり 

 11．消費税相当額     －                 円止まり 

 12．請負対象工事費    －                 円止まり 

 

３ 積算条件 

  本工事は、下記の条件で積算を行っている。 

① 資材単価適用年月   令和 ８年 ４月 

   「岡山市公共工事設計資材単価表」は、以下の方法で確認できます。 

a)閲覧される場合 

     岡山市役所 本庁２階行政事務管理課情報公開室  

    b)ホームページより閲覧 

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000004448.html 

     上記ページの｢岡山市公共工事設計資材単価について｣に掲載しております。 

 

② 「土木工事市場単価」及び「土木工事標準単価」適用年月   令和８年１月 
 
 

③ 積算基準書年版    令和７年度 土木工事標準積算基準書（岡山市） 
閲覧される場合 

    岡山市役所 本庁２階行政事務管理課情報公開室  
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④  間接工事費 
 土木工事標準積算基準書 

 間接工事費の工種区分  公園工事 

  

 

間接工事費 

の施工地域補正区分 

  

 ■ 市街地（DID補正） 

 □ 一般交通影響有り （１） 

□ 一般交通影響有り （２） 

□ 山間僻地及び離島 

 □ 該当なし（補正なし） 

  

⑤ 一般管理費等 

 前払金支出割合  ３５％を超えるもの 

 契約保証の方法  金銭的保証 

上記積算条件は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並

びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よっ

て、上記記載の条件は、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。 

 

６ 資材価格 

 （１）決定単価 

    本工事は、下記のとおり実勢取引価格調査及び見積りに基づき決定した価格を使用してい

る。 

名称 規格 単位 単価(円) 備考 

ﾌｪﾝｽ取り壊し  ｍ 3,468 週休二日月単位

補正含む 

ﾌｪﾝｽ門扉取壊し  組 6,936 週休二日月単位

補正含む 

産業廃棄物収集運搬 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ搬出 車 20,000  

ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ運搬・ 

処分費 

灯具ｶﾊﾞｰ・安定器含む 式 15,070  

LED投光器（灯具） E41112M/NSAJ2 

漏光対策ﾀｲﾌﾟ（中角） 

台 607,000  

LED投光器（灯具） E41112W/NSAJ2 

漏光対策ﾀｲﾌﾟ（広角） 

台 608,000  

引込開閉器盤 屋外装柱型SUS 面 2,235,000  

屋外分岐盤 屋外自立型SUS 

W1200×H1600×D300 

面 6,771,000  

高所作業車 16日 27m級 式 747,660 週休二日月単位

補正含む 

ﾅｹﾞｯﾄ処理費  kg 35  

    ※消費税は含まない。現場着価格である。 
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７ その他 

施工第0-0008号表 引込計器盤等取壊し（電工 引込計器盤取壊し）については、R7土木工事積

算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ⑦分電盤設置工 3-2分電盤取

付 前面0.4m2以下 露出の電工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0008号表 引込計器盤等取壊し（電工 SOG制御装置取壊し）については、R7土木工事

積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ⑦分電盤設置工 3-2分電盤

取付 前面0.4m2以下 露出の電工の1/2を準用している。 

 

施工第0-0009号表 電線管取壊しについては、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 ３－１（７）硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設 硬質ﾋﾞﾆﾙ管（露出）

の電工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0010号表 ｹｰﾌﾞﾙ取壊しについては、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-2(1)ケーブル及び電線配線 管内配線の電工の1/2

を準拠している。 

 

施工第0-0011号表 キュービクル取壊しについては、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 

第3章 電気設備 第1節 受変電設備工 ②高圧受変電設備設置工 3-2配電盤据付の技術者、電

工、普通作業員のそれぞれ1/2を準拠している。 

 

施工第0-0013～0-0015号表 電線管取壊しについては、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩

掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(2)波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 

波付硬質合成樹脂管（FEP）（構内地中）の電工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0016～0-0023号表 電線取壊しについては、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 

第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-2(1)ケーブル及び電線配線 管内配線の電

工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0034，0-0039号表 既設撤去（電工 投光器・安定器撤去）については、R7土木工事積

算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第3章 電気設備 第8節 施設照明設備工 ③公園照明設備設置工 3-

2水銀灯器具取付（屋外） 投光器 1ｋＷ以下（18灯）の電工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0035号表 ｹｰﾌﾞﾙ(CE-3.5sq-3C)撤去については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気

歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-2 (1)ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線

の電工の1/2を準拠している。 

 

施工第0-0036，0-0040，0-0043，0-0045号表 LED投光器設置（電工 投光器設置）について

は、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第3章 電気設備 第8節 施設照明設備工 ③公園

照明設備設置工 3-2水銀灯器具取付（屋外） 投光器 400Ｗ以下（13灯）の電工を準拠してい

る。 
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施工第0-0037，0-0041，0-0047号表 ｹｰﾌﾞﾙ設置については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電

気歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-2配線 (1)ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管

内配線の電工を準拠している。 

 

施工第0-0048号表 電線管設置については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(6)電線管敷設 厚鋼電線管 82㎜以下（大部分

無加工補正有り）の電工24.5人を準拠している。 

 

施工第0-0049号表 引込開閉器盤 取付については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 

第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ⑦分電盤設置工 3-2分電盤取付 前面0.8m2以下 露出の電

工を準拠している。 

 

施工第0-0050，0-0056，0-0057号表 接地設置工については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 

電気歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ⑫接地設置工 3-1接地設置 D種接地の電工のみ準

拠している。 

 

施工第0-0055号表 屋外分岐盤 取付については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 

第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ⑦分電盤設置工 3-1自立型分電盤取付の技術者、電工、普

通作業員を準拠している。 

 

施工第0-0058号表 FEP80 新設については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(2)波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 波付硬質

合成樹脂管（FEP）（構内地中）の電工を準拠している。 

 

施工第0-0059号表 FEP40 新設については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(2)波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 波付硬質

合成樹脂管（FEP）（構内地中）の電工を準拠している。 

 

施工第0-0060号表 FEP30 新設については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 第2章 

共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(2)波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 波付硬質

合成樹脂管（FEP）（構内地中）の電工を準拠している。 

 

施工第0-0061～0-0068号表 ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 新設については、R7土木工事積算基準書の 第

Ⅷ編 電気歩掛 第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-2配線 (1)ｹｰﾌﾞﾙ及び電線

配線 管内配線の電工を準拠している。 

 

施工第0-0069号表 埋設標識ｼｰﾄ 設置については、R7土木工事積算基準書の 第Ⅷ編 電気歩掛 

第2章 共通設備 第1節 共通設備工 ①配管・配線工 3-1(5)埋設標識ｼｰﾄ・地中埋設標敷設 埋設標

識ｼｰﾄの電工を準拠している。 

 

F0001 LED投光器（灯具）については、物価資料に記載されている「投光器形（屋外用）

LPJ1M-500-LN」の単価を使用している。 



20251101 

[5]                

 

F0002 LED投光器（灯具）については、物価資料に記載されている「投光器形（屋外用）

LPJ1W-500-LN」の単価を使用している。 

 

スクラップ費は、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費率等の対象外である。また、スク

ラップ費を減じた工事価格が10,000円単位となるように、一般管理費等で調整している。 

 

 


